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○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額

の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成 年老企第 号)12 36

通知（３月３日） 全国介護報酬・事業運営基準担当者会議資料

第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーション費 第二 居宅サービス単位数表(訪問介護費から通所リハビリテーション費

まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。)に関する事項 まで及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。)に関する事項

１ 通則 １ 通則

( ) 訪問サービスの行われる利用者の居宅について6

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションは、介護

保険法(平成９年法律第 号)第７条の定義上、要介護者等の居宅にお123

いて行われるものとされており、要介護者等の居宅以外で行われるものは

算定できない。例えば、訪問介護の通院・外出介助については、利用者の

居宅から乗降場までの移動、バス等の公共交通機関への乗降、移送中の気

分の確認 （場合により）院内の移動等の介助などは要介護者等の居宅以、

外で行われるが、これは居宅において行われる目的地（病院等）に行くた

めの準備を含む一連のサービス行為とみなし得るためである。居宅以外に

おいて行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の介助など

のサービス行為だけをもってして訪問介護として算定することはできな

い。

２ 訪問介護費 ２ 訪問介護費

( ) 「身体介護」及び「 」の意義について ( ) 「身体介護」及び「 」の意義について1 1生活援助 生活援助

注２の「身体介護」とは、利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこ 注２の「身体介護」とは、利用者の身体に直接接触して行う介助

れを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに 並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常

必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助 生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助であり、１人の利用者

に対して訪問介護員等が１対１で行うものをいう（特別な事情により複数 であり、１人の利用者に対して訪問介護員等が１対１で行うものを

の利用者に対して行う場合は、１回の身体介護の所要時間を１回の利用者 いう（特別な事情により複数の利用者に対して行う場合は、１回の

の人数で除した結果の利用者１人当たりの所要時間が( )にいう要件を満 身体介護の所要時間を１回の利用者の人数で除した結果の利用者１4

その具体例としては、例えば 「食事介助」の場合には、食 その具体例たすこと 。 人当たりの所要時間が( )にいう要件を満たすこと 。） ）、 4

事摂取のための介助のみならず、そのための一連の行為(例：声かけ・説 としては、例えば 「食事介助」の場合には、食事摂取のための介、

明→訪問介護員等自身の手洗等→利用者の手拭き、エプロンがけ等の準備 助のみならず、そのための一連の行為(例：声かけ・説明→訪問介

→食事姿勢の確保→配膳→おかずをきざむ、つぶす等→摂食介助→食後安 護員等自身の手洗等→利用者の手拭き、エプロンがけ等の準備→食

楽な姿勢に戻す→気分の確認→食べこぼしの処理→エプロン・タオルなど 事姿勢の確保→配膳→おかずをきざむ、つぶす等→摂食介助→食後

の後始末・下膳など)が該当するものであり 具体的な運用にあたっては 安楽な姿勢に戻す→気分の確認→食べこぼしの処理→エプロン・タ、 、

利用者の自立支援に資する観点からサービスの実態を踏まえた取り扱いと オルなどの後始末・下膳など)が該当するものであり、具体的な運

すること 用にあたっては、利用者の自立支援に資する観点からサービスの実。（具体的な取り扱いは「訪問介護におけるサービス行為ごとの

態を踏まえた取り扱いとすること。区分等について （平成 年３月 日老計 号）を参照すること ）」 。12 17 10

( ) 訪問介護の区分2

訪問介護の区分については、身体介護が中心である場合(以下「身体介護

中心型」という。)、 が中心である場合(以下「 」 ( ) 訪問介護の区分生活援助 生活援助中心型 2

という。)の 区分とされたが、 訪問介護の区分については 身体介護が中心である場合(以下 身２ これらの型の適用に当たっては、１回の 、 「

訪問介護において「身体介護」と「生活援助」が混在するような場合につ 生活援助 生活体介護中心型」という。)、 が中心である場合(以下「

いて、全体としていずれかの型の単位数を算定するのではなく 「身体介 援助中心型 ２ これらの型の適用に、 」という。)の 区分とされたが、

護」に該当する行為がどの程度含まれるかを基準に、 分を１単位とし 当たっては、１回の訪問介護において「身体介護」と「生活援助」30

て 身体介護 と 生活援助 を組み合わせて算定することとする ( ) が混在するような場合について、全体としていずれかの型の単位数、「 」 「 」 （ 3

に詳述 。 を算定するのではなく 「身体介護」に該当する行為がどの程度含） 、この場合、身体介護のサービス行為の一連の流れを細かく区分

まれるかを基準に、 分を１単位として 「身体介護」と「生活援しないよう留意すること。例えば 「食事介助」のサービス行為の一連の、 30 、

助」を組み合わせて算定することとする（( )に詳述 。流れに配下膳が含まれている場合に、当該配下膳の行為だけをもってして 3 ）

「生活援助」の一つの単独行為として取り扱わない。

( ) １回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合3

の取扱い

こうした現状を踏まえ、今回の見直しにおいては 「複合型」を廃止す ( ) １回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合、 3

ることとし、 の取扱い１回の訪問において身体介護及び生活援助が混在する訪問介
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居宅サービス計画や訪問介護計画の作成に当護を行う必要がある場合は、

たって、適切なアセスメントにより、あらかじめ具体的なサービス内容を こうした現状を踏まえ、今回の見直しにおいては 「複合型」を、

「身体介護」と「生活援助」に区分してそれに要する標準的な時間で位置 廃止することとし、居宅サービス計画や訪問介護計画の作成に当た

付けることとし、 分を１単位として 「身体介護」と「生活援助」を組 って、適切なアセスメントにより、あらかじめ具体的なサービス内30 、

み合わせて算定することとする。 容を「身体介護」と「生活援助」に区分してそれに要する標準的ななお、身体介護に生活援助を加算する方

時間で位置付けることとし、 分を１単位として 「身体介護」と式となるが、実際のサービスの提供は身体介護の後に引き続き生活援助を 30 、

「生活援助」を組み合わせて算定することとする。行う場合に限らない。１回の訪問介護の全体時間のうち身体介護に要する

時間を合計して判断するため、例えば、生活援助の後に引き続き身体介護

を行ってもよい。

（例）寝たきりの利用者の体位変換を行いながら、ベッドを整え、体を支

えながら水差しで水分補給を行い、安楽な姿勢をとってもらった後、居室

の掃除を行う場合（所要時間１時間以上１時間 分未満 。30 ）

〔従来の取扱い〕 複合型 １時間以上１時間 分未満を算定30

〔見直し後の取扱い〕 「身体介護」に該当する行為がどの程度含まれる （例）寝たきりの利用者の体位変換を行いながら、ベッドを整え、

かを基準に以下のいずれかの組み合わせを算定 体を支えながら水差しで水分補給を行い、安楽な姿勢をとってもら

・ 身体介護中心型 分未満（ 単位）＋生活援助加算 分（ った後、居室の掃除を行う場合（所要時間１時間以上１時間 分30 231 30 83 30

単位）×２ 未満 。）

・ 身体介護中心型 分以上１時間未満（ 単位）＋生活援助加算 〔従来の取扱い〕 複合型 １時間以上１時間 分未満を算定30 402 30

分（ 単位）×１ 〔見直し後の取扱い〕 「身体介護」に該当する行為がどの程度含30 83

まれるかを基準に以下のいずれかの組み合わせを算定（この場合、身体介護中心型（ 分未満又は 分以上１時間未満）と生30 30

30 231 30活援助中心型（ 分以上１時間未満）に分けて、それぞれ算定すること30 ・ 身体介護中心型 分未満（ 単位）＋生活援助加算

分（ 単位）×２はできない ）。 83

・ 身体介護中心型 分以上１時間未満（ 単位）＋生活援30 402

( ) 訪問介護の所要時間 助加算 分（ 単位）×１4 30 83

なお、一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護

を行った場合も、１回の訪問介護としてその合計の所要時間に応じた

所定単位数を算定する。訪問介護員等ごとに複数回の訪問介護として

( ) 訪問介護の所要時間算定できない。 4

( ) 「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定する場合6

⑥ 「通院等のための乗車又は降車の介助」は 「自らの運転する車両へ、

の乗車又は降車の介助 「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動」、

等の介助」及び「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介

助」を一連のサービス行為として含むものであり、それぞれの行為によっ ( ) 「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定する場合6

て細かく区分し 「通院等のための乗車又は降車の介助」又は「身体介護、

中心型」として算定できない。例えば、通院等に伴いこれに関連して行わ ⑥ 「通院等のための乗車又は降車の介助」は 「自らの運転する車両へ、

れる 居室内での「声かけ・説明 ・ 目的地（病院等）に行くための準 の乗車又は降車の介助 「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動、 」「 」、

備」 は 「通院等のための乗車又は 等の介助」及び「通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介や通院先での「院内の移動等の介助」 、

降車の介助」に含まれるものであり、別に「身体介護中心型」として算定 助」を一連のサービス行為として含むものであり、それぞれの行為によっ

できない。 て細かく区分し 「通院等のための乗車又は降車の介助」又は「身体介護、

中心型」として算定できない。例えば、通院等に伴いこれに関連して行わなお、一人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して「通院

れる居室内での「声かけ・説明 ・ 目的地（病院等）に行くための準備」等のための乗車又は降車の介助」を行った場合も、１回の「通院等のた 」「

は 「通院等のための乗車又は降車の介助」に含まれるものであり、別にめの乗車又は降車の介助」として算定し、訪問介護員等ごとに細かく区 、

「身体介護中心型」として算定できない。分して算定できない。

４ 訪問看護費 ４ 訪問看護費

( ) 緊急時訪問看護加算 ( ) 緊急時訪問看護加算7 7

訪問看護を担当する医療機関にあっては、緊急時訪問看護加算 訪問看護を担当する医療機関にあっては、緊急時訪問看護加算⑤ ⑤

の届出は利用者や居宅介護支援事業所が訪問看護事業所を選定す の届出は算定要件ではないが、利用者や居宅介護支援事業所が訪

る上で必要な情報として届け出させること。なお、訪問看護ステ 問看護事業所を選定する上で必要な情報として届け出させるこ
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ーションにおける緊急時訪問看護加算の算定に当たっては、第一 と。なお、訪問看護ステーションにおける緊急時訪問看護加算の

－ －( )によらず、届出を受理した日から算定するものとする。 算定に当たっては、第一の の( )によらず、届出を受理した日1 5 1 5

から算定するものとする。

特別管理加算 特別管理加算( ) ( )8 8

① 特別管理加算については、利用者や居宅介護支援事業所が訪問看護事 ① 特別管理加算については、届出が加算の算定要件ではないが、

業所を選定する上で必要な情報として届け出させること。 利用者や居宅介護支援事業所が訪問看護事業所を選定する上で必

要な情報として届け出させること。

７ 通所介護費 ７ 通所介護費

( ) 機能訓練体制加算の取扱い ( ) 機能訓練体制加算の取扱い6 6

機能訓練体制加算は、１日 分以上、専ら機能訓練指導員の職務に 機能訓練体制加算は、１日 分以上、専ら機能訓練指導員の120 120

従事する理学療法士等を１名以上配置している場合について算定されるも 職務に従事する理学療法士等を１名以上配置している場合について

のであるが、例えば、１週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置し 算定されるものであるが、例えば、１週間のうち特定の曜日だけ理

ている場合は、その曜日におけるサービスのみが当該加算の算定対象とな 学療法士等を配置している場合は、その曜日におけるサービスのみ

る。ただし、この場合、理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定め が当該加算の算定対象となる。ただし、この場合、理学療法士等が

られ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。 配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業なお、

者に周知されている必要がある。通所介護事業所の看護職員が加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する

場合には、当該職務の時間は、通所介護事業所における看護職員としての

人員基準の算定に含めない。

( ) 送迎加算の取扱い8

、 、 、また 通所介護計画上 送迎の提供が位置付けられている場合に

利用者側の事情により、送迎を実施しなかった場合については、加

算を算定できない。

( ) 入浴介助加算の取扱い9

、 、 、また 通所介護計画上 入浴の提供が位置付けられている場合に

利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合については、加

算を算定できない。

第三 居宅介護支援費に関する事項 第三 居宅介護支援費に関する事項

５ サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合

サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作成

した月においても利用実績のない月については、給付管理票を作成できな

いため、居宅介護支援費は請求できない。

７ ４以上の種類の居宅サービスを定めた居宅サービス計画を作成す ６ ４以上の種類の居宅サービスを定めた居宅サービス計画を作成す

る場合 る場合

注４の「４以上の種類の居宅サービス（法第 条第１項に規定する居 注４の「４以上の種類の居宅サービス（法第 条第１項に規定す43 43

宅サービス区分に含まれるものに限る 」にいう「種類」とは、訪問介 る居宅サービス区分に含まれるものに限る 」にいう「種類」とは、。） 。）

護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所

リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び福祉用具 介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介

貸与からなる９種類の居宅サービスをいう。 護及び福祉用具貸与からなる９種類の居宅サービスをいう。このうち４種類以上の居宅サ

ービスを定めた居宅サービス計画を作成し、それらを記載した給付管理票

を国保連合会に提出した場合に算定される。なお、４種類以上の居宅サー

ビスの利用実績のない場合は、当該加算は算定できない。


